
◎特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共和

国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律 
（平成一九年六月二〇日法律第九二号）   

一、提案理由（平成一九年四月一二日・参議院総務委員会） 

○国務大臣（菅義偉君） 特定機器に係る適合性評価の欧州共同体及びシンガポール共

和国との相互承認の実施に関する法律の一部を改正する法律案につきまして、その提案

理由及び内容の概要を御説明申し上げます。 

 我が国及びアメリカ合衆国は、適合性評価手続の結果を相互に承認することが両国間

の市場進出及び両国内の経済活動を促進する上で重要な手段であること等にかんがみ、

適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定への署

名を本年二月十六日に済ませたところであります。 

 この協定につきましては、承認をいただくために、今国会に提出されているところで

ありますが、我が国としては、この協定の適確な実施を確保するとともに、外国との間

で将来締結する相互承認協定に迅速に対応していくため、欧州共同体及びシンガポール

共和国との間の協定のみを対象とした現在の法律を改正して、将来締結する相互承認協

定についても対応できることとする等の国内法整備を行うことが必要であります。 

 このような要請に対応するため、今般、本法律案を提出した次第であります。 

 次に、この法律案の内容について、その概要を御説明申し上げますと、法律の題名を

特定機器に係る適合性評価手続の結果の外国との相互承認の実施に関する法律に改める

とともに、法律の定義等について所要の改正を加えることにより、将来締結される相互

承認協定について、順次、政令の改正により追加できることとするほか、所要の規定の

整備を行うこととしております。 

 なお、この法律案は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定

める日から施行することとしております。 

 以上がこの法律案の提案理由及び内容の概要であります。 

 何とぞ、慎重御審議の上、速やかに御賛同あらんことをお願いいたします。 

二、参議院総務委員長報告（平成一九年四月一八日） 

○山内俊夫君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審

査の経過と結果を御報告申し上げます。 

 本法律案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との

間の協定の適確かつ円滑な実施を確保するとともに、外国との間で将来締結する相互承

認協定についても迅速に対応できるよう国内法の整備を行おうとするものであります。 

 委員会におきましては、今後締結される相互承認協定の国会承認の必要性、本法に基

づく実績が低調な理由とその対応策、認証業務への民間参入の促進と信頼される認証機

関の育成、電気通信事業者に対する監督体制の在り方、相互承認協定における消費者保

護の位置付け等について質疑が行われました。 



 質疑を終局し、採決の結果、本法律案は全会一致をもって原案どおり可決すべきもの

と決定をいたしました。 

 なお、本法律案に対し三項目から成る附帯決議が付されております。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年四月一七日） 

 政府は、本法施行に当たり、次の事項についてその実現に努めるべきである。 

一、情報通信分野を始めとする我が国の国際競争力の拡充強化に向けて、相互承認協定

の締結の拡大を図るとともに、国際標準化についても積極的に取り組むこと。 

二、今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられるこ

とから、基準認証制度の現状について検証するとともに、行政の対応を迅速に行うなど、

利用者のニーズに配慮しつつ適合性評価手続の円滑化に努めること。 

三、現在行われている相互承認の実施状況を十分に踏まえ、認証に係るコストの低減、

認証サービスの質的充実等利用者の利便性の向上を図り、国際的にも信頼される認証機

関の育成に努めること。 

  右決議する。 

三、衆議院総務委員長報告（平成一九年六月一四日） 

○佐藤勉君 ただいま議題となりました法律案につきまして、総務委員会における審査

の経過及び結果を御報告申し上げます。 

 本案は、適合性評価手続の結果の相互承認に関する日本国とアメリカ合衆国との間の

協定の適確な実施を確保するとともに、将来締結する相互承認協定についても迅速に対

応できることとする等の国内法の整備を行うものであります。 

 本案は、参議院先議に係るもので、去る六月六日本委員会に付託され、翌七日菅総務

大臣から提案理由の説明を聴取し、十二日質疑を行い、採決の結果、本案は全会一致を

もって原案のとおり可決すべきものと決しました。 

 なお、本案に対し附帯決議が付されました。 

 以上、御報告申し上げます。 

○附帯決議（平成一九年六月一二日） 

 政府は、次の事項について、十分配慮すべきである。 

一 情報通信分野を始めとする我が国の国際競争力の拡充強化に向けて、相互承認協定

の締結の拡大を図るとともに、産学官連携して国際標準化の策定、情報通信分野等の技

術者の育成に積極的に取り組むこと。 

二 今回の改正により、今後締結される相互承認協定への対応が政令にゆだねられるこ

とから、利用者のニーズに十分配慮しつつ、適合性評価手続の円滑化等に努めること。 

三 現在行われている相互承認の実施状況を十分に踏まえ、認証に係るコストの低減、

認証サービスの質的充実等利用者の利便性の向上を図り、国際的にも信頼される認証機

関の育成に努めること。 



四 電気通信機器に関するシンガポール共和国との相互承認協定の運用がいまだに実施

されていないことから、相手国の関係当局と協力して早期の運用開始に努めること。 


